香川大学医学部臨床研究利益相反委員会における分科委員会に関する申合せ

１　この申合せは、香川大学医学部臨床研究利益相反委員会規程（以下「規程」という。）第６条第２項の規定に基づき、香川大学医学部臨床研究利益相反委員会（以下「臨床研究利益相反委員会」という。）に置く分科委員会の組織及び運営等に関し必要な事項を定める。

２　分科委員会の委員長は、当該臨床研究の倫理審査を行う委員会の委員長とする。
３　分科委員会の委員は、当該臨床研究の倫理審査を行う委員会の委員の中から、分科委員会の委員長が指名した者とする。
４　厚生労働科学研究費補助金の申請に係る利益相反の審議等は、医学部系臨床研究利益相反委員会で行う。

５　医学部系臨床研究利益相反委員会の事務は、総務課において処理する。

６　病院系臨床研究利益相反委員会の事務は、治験管理センターにおいて処理する。
７　この申合せに定めるもののほか、分科委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は各分科委員会が別に定め、臨床研究利益相反委員会に報告する。

　　　附　則

この申合せは、平成21年7月24日から施行する。
